
 
電動キックボードの鴨川河川敷の通行について 

 

鴨川での、電動キックボード（特定小型原動機付自転車）による通行は、これまでと同様に

禁止する。 

 

１ 背 景 

令和４年４月に公布された道路交通法の改正（以下「改正法」という。）において、原動機付自転

車に「特定小型原動機付自転車」が追加され、電動キックボードの一部がこれに該当することとな

った。 

「特定小型原動機付自転車」は、運転免許不要、ヘルメット着用は努力義務とされ、さらに同自

転車のうち、時速６㎞以下での走行等一定の要件を充たすものは、「特例特定小型原動機付自転車」

として一部の道路歩道の通行も認められることとなった。 

このことから、道路以外の公的空間における電動キックボードの通行の可否について検討した。 

◎特定小型原動機付自転車の特徴及び構造（改正法及び同法施行規則案から） 

○特徴：運転免許不要、ヘルメット着用は努力義務、16 歳未満の者の運転の禁止     

○構造：長さ 190 ㎝以内、幅 60 ㎝以内（定格出力 0.60 ㎾以下の電動機を使用）、 

ＡＴ機構装備、最高速度表示灯の装備 

 ○特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行する場合の要件 

   ・標識等で走行可能の旨表示されている歩道であること 

・時速６㎞以下で走行すること 

・歩行者の通行を妨げない構造（側車禁止、鋭利な突出物の禁止等）であること 

・他の車両を牽引しないこと 

・歩道の通行が可能であることが車体に表示（最高速度表示灯の点滅）されていること 

 

２ 鴨川での通行について 

次の理由から、現時点での電動キックボードの鴨川河川敷での通行は認めない。 

○電動キックボードは「原動機付自転車」である。 

電動キックボードは、道路交通法第２条第１項第十号で規定される「原動機付自転車」に

区分される。同自転車は、京都府鴨川条例第 16条の規定で知事指定区間への乗入れは禁止さ

れている。 

○自転車と同等のものとはみなすことは困難。 

「特定小型原動機付自転車」は、自転車と同様に免許が不要であり、ヘルメットの着用も

努力義務となっているが、一方で、16歳未満の利用は禁止されており、その利用に年齢制限

がない自転車と同等とみなすことは困難である。 

 

３ その他 

「特定小型原動機付自転車」に係る改正法は今年７月から施行されていることから、今後、同自

転車の通行や規制状況及び事故発生状況等から、客観的に安全性が確認されるのであれば、鴨川で

の通行について改めて検討することとする。 

 

資料３ 



 
【参考】 

◎その他公的空間での電動キックボードの取扱い 

 ①道路（府管理道路） 

    道路の通行については、道路法及び道路交通法で規定されており、電動キックボードは原動

機付自転車として車道の走行が義務づけられるが、本年 7 月から一定の要件を充たすものは道

路の歩道での通行が認められる。 

    なお、道路には道路法第 48 条の３第１項の規定により道路管理者が指定する「自転車道」が

あるが、この道路の走行は道路法第 48条の 15 等の規定で自転車、軽車両、農耕作業用自動車

以外の車両の通行はできないこととされているので、電動キックボードは通行できない。 

    また、電動キックボードの通行に係る道路法の改正も予定されていない。 

 

 ②都市公園 

   京都府立都市公園条例第７条では都市公園内で禁止される行為を規定しており、その第七号

で「指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。」と規定されていること

から、公園内への電動キックボードの乗入れを認められない。 

なお、この禁止条項は、他府県の都市公園に係る条例でも同様に規定されているので、他府

県でも同様に都市公園内での電動キックボードの通行は禁止である。 

   この禁止を解除するには、都市公園条例の改正が必要となるが、現状、改正の動きはない。 

   なお、大阪の「花博鶴見緑地公園」、福岡「海の中道海浜公園」では、指定管理者が電動キッ

クボードの利用を認めているが、これらは公園所有の電動キックボードを利用者が借りて使用

するものであり、自己所有の電動キックボードの乗入れは認めていない。 

 

 ③淀川河川公園 

    国管理の淀川河川公園について、近畿地方整備局淀川河川事務所に確認したところ、同公園

を含め淀川では、電動キックボードの利用は禁止であり、今後も禁止を継続する予定であると

のこと。 

    なお、同公園では過去に電動キックボードの体験会を開催しているが、これは、公園側で用

意した電動キックボードを希望者に有料で利用させたものであり、個人所有の電動キックボー

ドの持ち込みは認めていないということであった。 

 

※「Ｌｕｕｐ」の電動キックボードについて 

現在、(株)Ｌｕｕｐが京都市内で電動キ

ックボードのシェアサービスを展開してい

るが、そこで使われている電動キックボー

ドは「原動機付自転車」ではなく普通免許

が必要な「小型特殊自動車」である。従っ

て、改正道交法施行後も免許が必要で歩道

を走行することもできないので、当然鴨川

河川敷での走行も認められない。 

 

 


